
県民の皆様へのお願い

不要不急の外出を控える
学校の部活動の制限の緩和
･県内校との練習試合や校内活動
は感染防止対策を講じて実施
･県外校との練習試合･合同練習
等は引き続き禁止
営業時間短縮要請は解除



＜抗原検査の実施＞
体調不安の職員を対象に随時

高齢者施設等職員を対象に
１週間に１回

体調不安の職員を対象に随時

感染者数の増加
令和3年4月30日から

令和3年6月７日から


